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仕分け結果 ① 廃  止 担 当 課 高齢介護課 

 

今後の方針 

【廃 止】 

公共交通全体の施策との整合性をとるものとし、平成２３年度は現行どおり運行し、平

成２４年度事業廃止に向けて平成２３年度中に調整を図る。 

 

方針策定理由 

津山老人福祉センターの設置主体は津山市社会福祉協議会であり、バスの運行は市とい

う、変則的な運営を当施設は長い間行なってきていた。 

仕分け結果を受け、市としての事業廃止はやむを得ないものと考える。 

今後は、本施設の設置主体である津山市社会福祉協議会の「今後の施設のあり方」の見

直しを見守り、利用者の足の確保について支援の協議があれば、利用者負担の導入も含め、

補助について検討していきたい。 

なお、事業廃止とするが、現段階では全く利用者に周知されていない状況であり、平成

２３年４月１日からの事業廃止は、困難と考える。 

また既に、団体利用者において、年間計画でバスを利用してのセンター利用をあげてい

るところもある。 

したがって、１年間の周知期間をおいて、平成２４年４月１日からの事業廃止に向けて

調整を行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


